様式第１号（第５条関係）

令和　　年　　月　　日

朝日町長　笹　原　靖　直　殿

申請者　住　　所

氏　　名

電話番号

法人とその他の団体にあっては、主たる事業所等
の所在地及び名称並びに代表者氏名

朝日町燃料費高騰対策支援金交付申請書

朝日町燃料費高騰対策支援金の交付を受けたいので、金　　　　　　　円を交付されるよう、次の関係書類を添えて申請します。

関係書類

　１　町内における営業実態が確認できる資料
　２　任意の１年間における費用額が確認できる資料
業種　　※ 該当する区分に☑をしてください

　□製造業（中分類：　　　　　　　　　　　　　　　）　□製造小売

□道路旅客運送業　　□道路貨物運送業　　□宿泊業　　□公衆浴場業

　支援金申請額　※ 該当する区分に☑をしてください。
	区分
	年間燃料費合計額
	支援金額

	□
	１００万円～２００万円未満
	１５万円

	□
	２００万円～３００万円未満
	３０万円

	□
	３００万円～４００万円未満
	４５万円

	□
	４００万円～５００万円未満
	６０万円

	□
	５００万円～１，０００万円未満
	７５万円

	□
	１，０００万円～２，０００万円未満
	１５０万円

	□
	２，０００万円～３，０００万円未満
	３００万円

	□
	３，０００万円～４，０００万円未満
	４５０万円

	□
	４，０００万円～５，０００万円未満
	６００万円

	□
	５，０００万円超
	７５０万円


　※裏面もご記入ください。

誓約及び同意欄　　
※下記の内容を確認のうえ、必ず☑を入れてください。
□　朝日町燃料費高騰対策支援金交付要綱第７条の規定に相違ないことを誓約及び同意いたします。
誓約及び同意事項

　(１)　第３条の要件を満たしていること。
　(２)　交付申請書の記載事項及び関係書類に虚偽がないこと。
　(３)　検査、報告又は是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じること。
　(４)　町の職員が交付要件確認のために、申請者の申告状況等を確認すること。
　(５)　支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚し、支援金の交付決定が取り消され、支援金の返還を命じられた場合は、これに応じること。町長が、支援金の返還を命じたにもかかわらず、返還すべき支援金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に対して年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を支払うこと。
　(６)　申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、朝日町暴力団排除条例（平成２４年朝日町条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は第６条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「密接関係者」という。）に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。申請事業者の経営に暴力団、暴力団員及び密接関係者が、事実上参画しておらず、当該事実確認をするため、必要な事項を富山県警察本部刑事部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。

